
岩美町緊急応援経営危機克服支援給付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大による中小企業者等の本業

の落ち込みに対して、新商品開発や新たなサービスの提供、新分野進出などの

取組を支援することを目的として、岩美町緊急応援経営危機克服支援給付金

（以下「給付金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者等」とは岩美町内に主たる事業所を有す

る中小企業者（中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「強化

法」という。）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。）に該当

する個人事業主又は会社、同条第５項に定めるもの又は任意グループ（組織化

された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上に

あり組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、強

化法第２条第１項に定める中小企業者又は同条第６項に定める組合等の複数

で構成され、構成員の利益となる事業を行うものをいう。以下同じ。）をいう。 

  ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受

託営業を営む者は除く。 

 

（交付対象者） 

第３条 給付金の交付対象となる者は、中小企業者等のうち、次の各号に掲げる

要件の全てを満たす者とする。 

（１）申請時点において前条に規定する中小企業者である者 

 （２）鳥取県が制定した緊急応援補助金（経営危機克服型）交付要綱（令和２

年４月２４日施行）（以下「鳥取県要綱」という。）に基づき補助金の交付

を受けた者 

 （３）岩美町暴力団排除条例（平成２４年３月２２日条例第４号）に規定 

   する暴力団又は暴力団員でない者 

 （４）事業継続の意思がある者 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が給付金の交付対象として適当であると認

めた者については、その者を交付対象者とすることができる。 

 

（給付金の交付） 

第４条 町長は、前条に規定する交付対象者に対し、別表左欄に掲げる交付額の

給付金を交付するものとする。ただし、同表右欄に掲げる額を給付金の限度額

とする。 

 



（交付申請の時期等） 

第５条 給付金の交付を受けようとする者は、令和３年３月３１日までに岩美

町緊急応援経営危機克服支援給付金交付申請兼請求書（様式第１号）に別に定

める書類を添付して、町長に申請しなければならない。 

 

（交付決定及び支払い） 

第６条 町長は、前条に規定する申請があったときは、審査のうえ内容が適正で

あると認めた場合には、岩美町緊急応援経営危機克服支援給付金決定通知書

（様式第２号）により通知し、すみやかに給付金を交付するものとする。 

 

（給付金の返還） 

第７条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金を受けた者がある

と認めるときは、その者から給付金を返還させることができる。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年７月２８日から施行し、令和３年３月３１日限りその効

力を失う。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年６月３０日限りその効力

を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別表（第４条関係） 

交付額 限度額 

鳥取県要綱第９条に基づく額の確定

通知に記載された補助金の額の３分

の１の額 

１６６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


